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技能実習「介護」における固有要件を 
定める告示について 
 





○ 技能実習生が次の要件を満たすこと。（日本語能力要件） 

 
 
 
 
 
 
 

○１８歳以上であること。 
○制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。 
○帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。 
○企業単独型技能実習の場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機
関の事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。 

○団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有する
こと又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。（※） 

○団体監理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。 
○同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。 

技能実習制度本体（主な要件） 

「介護」職種 

第１号技能実習 
（１年目） 

日本語能力試験のＮ４に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる
者※１であること。 

第２号技能実習 
（２年目） 

日本語能力試験のＮ３に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる
者※２であること。 

【※１】日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験（例「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-
TEST」）における日本語能力試験N４に相当するものに合格している者 

【※２】上記と同様の日本語能力試験N３に相当するものに合格している者 

（※）同等業務従事経験（いわゆる職歴要件）については例えば、以下の者が該当する。 
・ 外国における高齢者若しくは障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療
養上の世話等に従事した経験を有する者 
・ 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者 
・ 外国政府による介護士認定等を受けた者 

技能実習生に関する要件 

＜技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要がある。＞ 
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○ 技能実習指導員のうち１名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を
有すると認められる者（※看護師等）であること。 

○ 技能実習生５名につき１名以上の技能実習指導員を選任していること。 

○ 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務（利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。）を行うも
のであること。《参考１参照》 

○ 技能実習を行わせる事業所が、開設後３年以上経過していること。 

○ 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合に
あっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。 
（※）具体的には、技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行うことが必要。また、夜勤業務等を
行うのは２年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。 

○ 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。 《参考２参照》 

○ 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習（240時間。ただし、N３程度取得
者は80時間とし、柔軟に設定できる。）と介護導入講習（42時間）の受講を求めることとする。また、講師に一定の要
件を設ける。 《参考３参照》 

○ 技能実習を行わせる事業所ごとに、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導
員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去３年以内に法務
大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了したものの中から、技能実習責任者を選任していること。 

○ 技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業
所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について５年以上の経験を有するものの中から技能実習指
導員を１名以上選任していること。 

○ 技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わ
せる事業所に所属する者の中から生活指導員を一名以上選任していること。 

○ 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと。 

実習実施者・実習内容に関する要件 

「介護」職種 ＜技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要がある。＞ 

技能実習制度本体（主な要件） 
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○ 次に掲げる本邦の営利を目的としない法人であること。 

  （１）商工会議所※ （２）商工会※  （３）中小企業団体※  （４）職業訓練法人 （５）農業協同組合※ （６）漁業協同組合※  

（７）公益社団法人 （８）公益財団法人  

（９）その他、監理事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関

を置いているもの。 

※ その実習監理を受ける実習実施者が当該団体の会員である場合に限る。 

○ 技能実習計画の作成の指導に当たっては、適切かつ効果的に技能等を修得等をさせる観点からの指導については、

修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させること。 

監理団体に関する要件 

○ 次のいずれかに該当する法人であること。 

① 商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、公益社団法人又は公益財団法人 

   ※ 技能実習制度本体上、商工会議所、商工会、中小企業団体の場合は、その実習監理を受ける 

    介護職種の実習実施者が組合員又は会員である場合に限る。 

② 当該法人の目的に介護事業の発展に寄与すること等が含まれる全国的な医療又は介護に従事する事業者から構成

される団体（その支部を含む。）であること。 

○ その役職員に介護職として５年以上の経験を有する介護福祉士等（※看護師等）がいるものであること。 

○ 「介護」職種における第３号技能実習の実習監理及び受入人数枠拡大の可否（いわゆる「介護」職種における優良要

件）は、「介護」職種における実績等を基に判断すること。 

「介護」職種 ＜以下の要件を満たす必要がある。＞ 

技能実習制度本体（主な要件） 
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参考資料 
 



産業競争力の強化に関する実行計画（2015年版）（抜粋） （平成27年２月10日閣議決定） 

二． 重点施策の内容、実施期限及び担当大臣 

１．「日本産業再興プラン」関係 

（２）雇用制度改革・人材力の強化 

施策項目 施策の内容及び実施期限 担当大臣 

 
外国人技能実習制度の
抜本的な見直し 

 
・ 外国人技能実習制度の新たな制度管理運用機関を設置するため、
必要な法的措置を速やかに講じる。 

・ 監理団体及び受入れ企業が一定の明確な条件を充たし、優良であ
ることが認められる場合、技能等のレベルの高い実習生に対して認
める技能実習期間の延長（３年→５年）につき、必要な法的措置を
速やかに講じる。 

 
法務大臣 
厚生労働大臣 

 
・ 介護の対象職種追加に向け、質の担保など、介護サービスの特性
に基づく要請に対応できるよう具体的な制度設計を進め、技能実習
制度の見直しの詳細が確定した段階で、介護サービスの特性に基
づく要請に対応できることを確認の上、新たな技能実習制度の施行
と同時に対象職種への追加を行う。 

 
厚生労働大臣 

※ 産業競争力の強化に関する実行計画（2016年版）（平成28年２月５日閣議決定）にも同旨の記述あり 

6 



「「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」に対す
る附帯決議」（平成28年10月21日衆議院法務委員会）（抄） 

五 技能実習制度の対象職種への介護の追加について、技能実習生の適切な処遇を
確保するとともに介護サービスの質を担保するため、以下の措置を講ずること。 
１ 対象職種への介護の追加は、基本方針における、特定の職種に係る施策（本法
第七条第三項）等において、「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中
間まとめ」の中で、日本語能力などの必要なコミュニケーション能力の確保等、検
討を要する事項として掲げられた七点につき、同中間まとめで示された具体的な
対応の在り方に沿った適切な対応策を定めた上で行うこと。その際、利用者や他
の介護職員等と適切にコミュニケーションを図るためには、例えば、会話の内容を
ほぼ理解できる程度の日本語能力が求められることを踏まえ、技能実習生の入
国時に必要な日本語能力については、指示の下であれば、決められた手順等に
従って、基本的な介護を実践するために必要となる日本語レベルを望ましい水準
とし、二年目の業務への円滑な移行を図ること。 

２ 追加後三年を目途として、その実施状況を勘案して、必要があると認めるときは、
検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。 

 
※ 平成28年11月17日付けで参議院法務委員会においても、同旨の附帯決議が行わ
れている。 
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児童福祉法関係の施設・事業 

知的障害児施設 
自閉症児施設 

知的障害児通園施設 
盲児施設 

ろうあ児施設 
難聴幼児通園施設 
肢体不自由児施設 
肢体不自由児通園施設 
肢体不自由児療護施設 

重症心身障害児施設 
重症心身障害児（者）通園事業 

肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた
指定医療機関（国立高度専門医療研究センター及び独立行政
法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大
臣の指定するもの） 
児童発達支援 

放課後等デイサービス 
障害児入所施設 

児童発達支援センター 
保育所等訪問支援 

障害者総合支援法関係の施設・事業 
障害者デイサービス事業（平成18年9月までの事業） 

短期入所 
障害者支援施設 

療養介護 
生活介護 

児童デイサービス 
共同生活介護（ケアホーム） 
共同生活援助（グループホーム） 
自立訓練 
就労移行支援 

就労継続支援 
知的障害者援護施設（知的障害者更生施設・知的障害者授産
施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場） 

身体障害者更生援護施設（身体障害者更生施設・身体障害者
療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場） 
福祉ホーム 

身体障害者自立支援 
日中一時支援 

生活サポート 

経過的デイサービス事業 
訪問入浴サービス 

地域活動支援センター 

精神障害者社会復帰施設（精神障害者生活訓練施設・精神
障害者授産施設・精神障害者福祉工場） 

在宅重度障害者通所援護事業（日本身体障害者団体連合
会から助成を受けている期間に限る） 
知的障害者通所援護事業 （全日本手をつなぐ育成会から助
成を受けている期間に限る） 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

同行援護 

外出介護（平成18年9月までの事業） 

移動支援事業 

老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業 
第1号通所事業 

老人デイサービスセンター 

指定通所介護（指定療養通所介護を含む） 

指定地域密着型通所介護 

指定介護予防通所介護 
指定認知症対応型通所介護 

指定介護予防認知症対応型通所介護 
老人短期入所施設 

指定短期入所生活介護 

指定介護予防短期入所生活介護 

養護老人ホーム※1 

特別養護老人ホーム（指定介護老人福祉施設） 
軽費老人ホーム※1 

ケアハウス※1 

有料老人ホーム※1 

指定小規模多機能型居宅介護※2 

指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2 

指定複合型サービス※2 

指定訪問入浴介護 

指定介護予防訪問入浴介護 

指定認知症対応型共同生活介護 

指定介護予防認知症対応型共同生活介護 

介護老人保健施設 

指定通所リハビリテーション 

指定介護予防通所リハビリテーション 

指定短期入所療養介護 

指定介護予防短期入所療養介護 

指定特定施設入居者生活介護 

指定介護予防特定施設入居者生活介護 
指定地域密着型特定施設入居者生活介護 

サービス付き高齢者向け住宅※３ 

第1号訪問事業 

指定訪問介護 

指定介護予防訪問介護 

指定夜間対応型訪問介護 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

生活保護法関係の施設 

救護施設 

更生施設 

その他の社会福祉施設等 

地域福祉センター 

隣保館デイサービス事業 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

ハンセン病療養所 

原子爆弾被爆者養護ホーム 

原子爆弾被爆者デイサービス事業 

原子爆弾被爆者ショートステイ事業 

労災特別介護施設 

原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業 

家政婦紹介所（個人の家庭において、介護等の業務を行
なう場合に限る） 

病院又は診療所 

病院 

診療所 

※１ 特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。）、介護予防特定施設入居者
生活介護（外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。）、地域密着型特定施設入居者生活介
護（外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。）を行う施設を対象とする。 
※２ 訪問系サービスに従事することは除く。 
※３ 有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。 

（参考１）対象施設 
【介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認める施設のうち、現行制度において存在するものについて、訪問介護等の
訪問系サービスを対象外とした形で整理をしたもの】 （白：対象 緑：一部対象 灰色：対象外又は現行制度において存在しない。） 
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（参考３）入国後講習について 

 講習内容 

科目※ 時間数 

日本語学習【詳細は①】 ２４０ 

介護導入講習【詳細は②】 ４２ 

法的保護等に必要な情報 ８※ 

生活一般 － 

総時間数 ※ 

②介護導入講習 

科目 時間数 

介護の基本Ⅰ・Ⅱ（講義） ６ 

コミュニケーション技術（講義・演習） ６ 

移動の介護（講義・演習） ６ 

食事の介護（講義・演習） ６ 

排泄の介護（講義・演習） ６ 

衣服の着脱の介護（講義・演習） ６ 

入浴・身体の清潔の介護（講義・演習） ６ 

合計 ４２ 

①日本語学習 

科目 時間数 

総合日本語 １００ 

聴解 ２０ 

読解 １３ 

文字 ２７ 

発音 ７ 

会話 ２７ 

作文 ６ 

介護の日本語 ４０ 

合計 ２４０ 

○ 介護においては、基本的には、技能実習制度本体の仕組みによるが、日本語学習と介護導入講習について
は、以下の内容によることとする。（入国前講習を行った場合には、内容に応じて時間数を省略できる。） 

（注）①日本語学習の科目・時間数は、上記を標準として、各監理団体において、設定をする。また、N３程度以
上を有する実習生については、介護現場での日本語を学習するという観点から、①日本語学習のうちの「発
音」「会話」「作文」「介護の日本語」の所定の時間数（８０時間。科目・時間数については標準として設定。）の
受講を要件とし、その他の項目は、実習生に応じて、柔軟に設定できることとする。 

講師要件 

日本語に関する 
科目 

○ 大学又は大学院で日本語教育課程を履修し、卒業又は修了した者その他これと同等以上と認められる者（※） 
  （※）・大学又は大学院で日本語教育科目26単位以上修得し、卒業又は修了した者 
      ・日本語教育能力検定試験に合格した者 等  

介護に関する 
科目 

○ 介護福祉士養成施設の教員として、介護の領域の講義を教授した経験を有する者その他これと同等以上と認め
られる者 

  （※）・福祉系高校、実務者養成研修施設、初任者研修施設において、生活支援技術の講義を教授した経験を有  
      する者 等 10 

（※）技能実習制度本体上定められているもの。 
  総時間数については、第１号技能実習の予定
時間全体の１/６（入国前講習を受けた場合は 

  １/12）以上とされている。 






